
都道府県

雇用形態Ａ（常用）

職業１１（小分類） 一般＿求人賃金（下限(平均)　円） 一般＿求人賃金（上限(平均)　円）

321小売店主・店長

323小売店販売員 897 938

327商品仕入営業員

資料出所：長野労働局職業安定部職業安定課
(注)

1　公共職業安定所で受理したパートタイム労働者の求人票に記載された時給の平均を算出したも
　のである。なお、時給制以外のものについては、時給換算額を算出に用いている。

２　常用的雇用(雇用契約において雇用期間の定めがないか又は４か月以上の雇用期間が定め
　られているもの(季節労働を除く。))のパートタイム労働者を対象としている。

３　１求人票当たり１募集賃金として算出。なお、求人票には募集賃金の上限と下限を記載するこ
　ととなっており、その平均額を１募集賃金として算出している。

【長野労働局】求人募集(平均)賃金　　令和２年８月分

長野労働局

常用的パートタイム

資料番号
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